
（平成２６年２月１３日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 14 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 12 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 15 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 6 件



                      

関東（新潟）国民年金 事案 5341 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成４年６月から５年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月から５年３月まで 

申立期間当時、私は学生でＡ市に居住しており、明確に記憶している

わけではないが、私が同市で国民年金の加入手続を行い、同市から交付

された国民年金に関する書類は全てＢ市に居住している父に郵送し、保

険料も納付してもらっていた。 

その後、平成６年３月にＣ市に転居した後も、国民年金に関する書類

は全て父に郵送していた。姉が４年３月に大学を卒業後、父が私の申立

期間の国民年金保険料を納付してくれたはずであり、申立期間の保険料

が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、学生でＡ市に居住しており、明確に記憶して

いるわけではないが、同市において自身で国民年金の加入手続を行い、同

市から交付された国民年金に関する書類は全てＢ市に居住しているその父

に郵送し、国民年金保険料を納付してもらっていたと申述しているところ、

申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取

得時期から、平成５年８月頃に払い出されたと推認され、そのころ加入手

続が行われたと考えられることから、申立期間の保険料は過年度納付とな

り、当該期間の納付書は、Ａ市からは送付されなかったものと考えられる。 

しかしながら、申立人は、平成６年３月にＣ市に転居した後も、国民年

金に関する書類は全てその父に郵送していたとも申述しており、オンライ

ン記録によると、同年７月 15 日に過年度保険料納付書が作成されている

ことが確認でき、当該納付書により、申立期間のうち、４年６月から５年

  



                      

３月までの保険料を過年度納付することは可能であったと考えられる。   

また、申立人が所持する「平成５年度国民年金印紙代金（国民年金保険

料）領収証書」を見ると、いずれもＤ銀行（現在は、Ｅ銀行）Ｂ支店で納

付されていることが確認できることから、当該納付は、Ｂ市に居住してい

た申立人の父が行ったものと考えられること、その父は、「息子の在学中

の納付書が後から送られてきたような記憶があり、保険料は月々納付して

いたのではなく、半年か１年分をまとめて納付した。」としていることな

どを踏まえれば、上述した納付書により、その父が申立期間のうち、４年

６月から５年３月までの保険料についても納付した可能性を否定できない。 

一方、申立期間のうち、平成４年４月及び同年５月については、申立人

及びその父の国民年金保険料の納付状況が不明である上、上記の過年度納

付書が作成された時点では、当該期間は時効により保険料納付ができない

期間である上、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成４年６月から５年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

      

 

  



                      

関東（茨城）国民年金 事案 5342 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年３月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年３月から 44 年３月まで 

  申立期間について、平成 25 年８月にＡ年金事務所に照会したところ、

「申立期間がＢ共済組合の組合員であったことが判明したため、国民年

金の加入記録を訂正し申立期間の保険料は 18 年８月に還付済みで、申

立期間は未加入期間となっている。」旨の回答を受け取った。 

私は、国民年金の保険料納付済期間が 480 か月となり安心していたの

に、知らないうちに申立期間が未加入とされたことに納得できない。 

還付金は返還するので、申立期間を保険料納付済期間に訂正してほし

い。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、オンライン記録によると、平成 18 年６月６日に

申立人のＢ共済組合員の加入記録に基づき国民年金の被保険者資格記録が

訂正されるまでは、国民年金の強制加入被保険者として記録され、国民年

金保険料は納付済みとされていたが、当該記録訂正によって、申立期間は、

本来国民年金に加入することができないＢ共済組合員期間との重複期間で

あるとして、申立期間の保険料は同年８月に還付されている。 

しかしながら、行政側に本来納付できないＢ共済組合員期間を含む期間

の国民年金保険料の納付書を作成したという誤りがあり、このため、申立

人が申立期間の保険料を納付し、これが長期間国庫歳入金として扱われて

いたことは明らかである上、申立期間のＢ共済組合員期間については、退

職一時金が支給済みであり、Ｂ共済組合員でなかったものとみなされるこ

とをも踏まえると、年金裁定請求手続の中で申立人の被保険者期間を確認

  



                      

する過程で、制度上国民年金の被保険者となり得ないことを理由として申

立期間の保険料を還付することは、信義衡平の原則に反するものと考えら

れる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 8204 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 57 年 12 月１日から 58 年１月 31 日までの期間に

ついて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申

立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の

標準報酬月額を、30 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 13 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 57 年６月１日から 58 年２月１日まで 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間が昭和 57 年 12 月１日から

58 年１月 31 日までとされているが、実際の被保険者期間は申立期間の

８か月間であり、この間の標準報酬月額は応募した理由から考えて前職

の給与より多い 26 万円から 30 万円までのはずであるので、正しい記録

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 57 年 12 月１日から 58 年１月 31 日までの期間に

ついて、健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、当初、申立人の当該

期間の標準報酬月額を申立人が主張する 30 万円と記録されていたところ、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（58 年１月 31 日）より

後の同年６月２日付けで、遡って 11 万円に減額訂正されていることが確

認できる上、同様の遡及訂正が事業主を含めて複数の被保険者について行

われていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、かかる処理を行う合理的な理由はなく、

昭和 57 年 12 月１日から 58 年１月 31 日までの期間において標準報酬月額

に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の当該

期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た記録

から、30 万円に訂正することが必要であると認められる。 

申立期間のうち、昭和 57 年６月１日から同年 12 月１日までの期間につ

いて、雇用保険の被保険者台帳等により、申立人は、同年７月１日からＡ

  



                      

社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、複数の元同僚は、数か月の試用期間が有り、その間は厚

生年金保険に加入していなかったとの証言をしている上、１年くらい在職

していたと証言している同僚の厚生年金保険の被保険者期間はＡ社が厚生

年金保険の適用事業所でなくなった日までの２か月のみ記録されている。 

また、Ａ社の事業主は既に他界している上、同社も既に解散しているこ

とから、申立人の厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

申立期間のうち、昭和 58 年１月 31 日から同年２月１日までの期間につ

いて、申立人は 58 年１月以降ほとんど出勤していないと申述している上、

上記のとおり、Ａ社の事業主は既に他界しており、同社も既に解散してい

ることから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない。 

このほか、申立人の昭和 57 年６月１日から同年 12 月１日までの期間及

び 58 年１月 31 日から同年２月１日までの期間における厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、昭和 57 年６月１日から同年 12 月

１日までの期間及び 58 年１月 31 日から同年２月１日までの期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 8205 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録

を、申立期間①は 62 万円、申立期間②は 103 万円、申立期間③は 109 万

8,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額に基づく厚生年金

保険料（申立期間②に係る訂正前の標準賞与額に係る保険料を除く。）を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年６月 28 日 

② 平成 17 年 12 月 15 日 

③ 平成 18 年 12 月 14 日 

申立期間①及び③の標準賞与額の記録が無く、申立期間②の標準賞与

額が控除された厚生年金保険料額に見合っていないので、正しい記録に

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与明細書により、申立人は、Ａ社から賞与の支

払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び賞与支

給額のそれぞれに見合う標準賞与額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、申立人が提出した

賞与明細書において確認できる保険料控除額から、申立期間①は 62 万円、

申立期間②は 103 万円、申立期間③は 109 万 8,000 円とすることが妥当で

  



                      

ある。 

なお、事業主が申立人に係る保険料の納付義務を履行したか否かについ

ては、オンライン記録により、当初、申立期間①及び③においてＡ社の被

保険者全員に賞与の記録が無いことが確認できる上、事業主は、申立期間

②に係る賞与支払届の標準賞与額について誤って届出を行ったことを認め

ていることから、事業主は、申立てどおりの賞与額に係る届出を行ってお

らず、その結果、社会保険事務所（当時）は申立人に係る当該期間の標準

賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

  



                      

関東（長野）厚生年金 事案8208 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 62 年 12 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額の記録を

24 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年 11 月 21 日から同年 12 月１日まで 

申立期間当時は、Ａ社でＢ業務を担当していた。昭和 62 年 12 月１日

付けで、社命により同一企業グループであるＣ社に異動した。ところが、

国（厚生労働省）の記録ではＡ社の厚生年金保険の資格喪失日が同年

11 月 21 日と記録されており、１か月の空白期間ができてしまっている。

間違いなく社命による異動であり、同年 11 月末日まで同社に勤務し、

空白期間はないはずなので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主の回答、複数の同僚及び同社の顧問税理士の供述により、

申立人は申立期間に同社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社の事業主は、「申立人は、申立期間に継続して勤務していた

ので、申立期間の厚生年金保険料を給与から控除したと思う。」と回答し

ている上、同社からＣ社に同時期に異動した同職種の同僚を含む複数の同

僚は、「申立人は、両社において、継続して同じＤ業務を担当してい

た。」と供述している。 

さらに、上記顧問税理士は、「Ａ社の事業主に両社の給与計算業務を依

頼されていたが、申立人が、Ｃ社に移った時も給与から保険料を控除して

いたと思う。」と回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

  



                      

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

62 年 10 月のオンライン記録から、24 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は、「当時の資料は保存されていないため不

明である。」と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務

所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料

及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 8212 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録

を 43 万 3,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 10 日 

Ａ法人において、申立期間に支給を受けた賞与の記録が確認できない

ので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係るＢ銀行Ｃ支店の取引明細表により、申立人が申立期間にお

いて賞与の支給を受けていたことが確認できる。 

また、複数の同僚は、所持する賞与明細書により、申立期間において、

厚生年金保険料を賞与から控除されていたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間における標準賞与額については、前述の

取引明細表により推認できる厚生年金保険料控除額から、43 万 3,000 円

とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料の納付義務を履行したか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかで

  



                      

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が上述の賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、行ったとは認められない。 

  



                      

関東（群馬）厚生年金 事案 8213 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額については、厚生年金保険

法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされ

ているが、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人の当該期間の標準賞与額に係る記録を、申立期間①は５万 8,000 円、

申立期間②は８万 7,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の標準賞与額に基づく

厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 20 年９月 30 日 

② 平成 20 年 12 月 26 日 

厚生労働省の記録によると、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①

及び②の賞与の記録が、厚生年金保険法第 75 条の規定により、年金額

の計算の基礎とならない賞与記録となっている。申立期間①及び②の賞

与の記録を年金額の計算の基礎となる記録として訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立期間①及び②における賞与に係る賃金台帳及び

保険料計算書により、申立人は、当該期間に賞与の支給を受け、厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額については、上記の

賃金台帳及び保険料計算書における保険料控除額から、申立期間①は５万

8,000 円、申立期間②は８万 7,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

  



                      

いては、事業主は、当時届出を失念しており、申立期間①及び②に係る保

険料を徴収する権利が時効により消滅した後に当該賞与の届出を行ったと

していることから、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該期間の標

準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東（群馬）厚生年金 事案 8214 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額については、厚生年金保険

法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされ

ているが、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人の当該期間の標準賞与額に係る記録を、申立期間①は 42 万円、申

立期間②は 60 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の標準賞与額に基づく

厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 20 年９月 30 日 

② 平成 20 年 12 月 26 日 

厚生労働省の記録によると、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①

及び②の賞与の記録が、厚生年金保険法第 75 条の規定により、年金額

の計算の基礎とならない賞与記録となっている。申立期間①及び②の賞

与の記録を年金額の計算の基礎となる記録として訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立期間①及び②における賞与に係る賃金台帳及び

保険料計算書により、申立人は、当該期間に賞与の支給を受け、厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額については、上記の

賃金台帳及び保険料計算書における保険料控除額から、申立期間①は 42

万円、申立期間②は 60 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

  



                      

いては、事業主は、当時届出を失念しており、申立期間①及び②に係る保

険料を徴収する権利が時効により消滅した後に当該賞与の届出を行ったと

していることから、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該期間の標

準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東（群馬）厚生年金 事案 8215 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間の標準賞与額に係る記録を、２万円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年９月 30 日 

厚生労働省の記録によると、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の

賞与の記録が、厚生年金保険法第 75 条の規定により、年金額の計算の

基礎とならない賞与記録となっている。申立期間の賞与の記録を年金額

の計算の基礎となる記録として訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立期間における賞与に係る賃金台帳により、申立

人は、申立期間に賞与の支給を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、当該賃金台帳に

おける保険料控除額から、２万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、当時届出を失念しており、当該保険料を徴収する権利

が時効により消滅した後に申立期間に係る賞与の届出を行ったとしている

ことから、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立期間の標準賞与額

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東（群馬）厚生年金 事案 8216 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間の標準賞与額に係る記録を、４万円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年９月 30 日 

厚生労働省の記録によると、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の

賞与の記録が、厚生年金保険法第 75 条の規定により、年金額の計算の

基礎とならない賞与記録となっている。申立期間の賞与の記録を年金額

の計算の基礎となる記録として訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立期間における賞与に係る賃金台帳により、申立

人は、申立期間に賞与の支給を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、当該賃金台帳に

おける保険料控除額から、４万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、当時届出を失念しており、当該保険料を徴収する権利

が時効により消滅した後に申立期間に係る賞与の届出を行ったとしている

ことから、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立期間の標準賞与額

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東（群馬）厚生年金 事案 8217 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間の標準賞与額に係る記録を、４万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 20 年９月 30 日 

厚生労働省の記録によると、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の

賞与の記録が、厚生年金保険法第 75 条の規定により、年金額の計算の

基礎とならない賞与記録となっている。申立期間の賞与の記録を年金額

の計算の基礎となる記録として訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立期間における賞与に係る賃金台帳により、申立

人は、申立期間に賞与の支給を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、当該賃金台帳に

おける保険料控除額から、４万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、当時届出を失念しており、当該保険料を徴収する権利

が時効により消滅した後に申立期間に係る賞与の届出を行ったとしている

ことから、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立期間の標準賞与額

  



                      

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東（新潟）厚生年金 事案 8218 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 48 年４月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を４万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年３月 25 日から同年４月１日まで 

  昭和 47 年４月１日からＡ社に勤務し、48 年４月１日付けで、グルー

プ会社であるＣ社へ期間を空けずに異動したにもかかわらず、申立期間

の厚生年金保険被保険者記録が無いので、調査の上、被保険者期間とし

て認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主、事業所の元経理担当者及び複数の同僚の供述から、申立人が申

立てに係るグループ会社に継続して勤務し（昭和 48 年４月１日にＡ社か

らＣ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社における

昭和 48 年２月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、４万

8,000 円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

  



                      

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 8219 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額の記録については、申立期

間①は 10 万円、申立期間②は 15 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人の申立期間③から⑤までに係る標準報酬月額の記録につい

ては、それぞれ19万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立期間③から⑤までの上記訂正後の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 平成 15 年 12 月 30 日 

② 平成 16 年７月 30 日 

③ 平成 16 年１月１日から同年２月１日まで 

④ 平成 16 年５月１日から同年６月１日まで 

⑤ 平成 16 年７月１日から同年 10 月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間①及び②の賞与の記録が無いが、賞与を

支給されていたので、正しい記録に訂正してほしい。また、申立期間③

から⑤までの標準報酬月額の記録が、実際の控除保険料額に見合う標準

報酬月額より低額となっているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 事業主から提出された給与所得の源泉徴収簿により、申立人が申立期

間①及び②において賞与の支給を受け、当該期間において、厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが確認できる。 

また、申立人の申立期間①及び②における標準賞与額については、上

述の給与所得の源泉徴収簿の記録により、申立期間①は 10 万円、申立

期間②は 15 万円とすることが妥当である。 

  



                      

なお、事業主が申立人に係る保険料の納付義務を履行したか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が上述の賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い

ことから、行ったとは認められない。 

 

２ 申立期間③から⑤までについて、事業主から提出された給与所得の源

泉徴収簿により、申立人は、当該期間において、オンライン記録より高

額の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていることが確認できる。 

一方、申立人は、申立期間③から⑤までに係る標準報酬月額の相違に

ついて申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除して

いたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標

準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間③から⑤までに係る標準報酬月額については、

上述の給与所得の源泉徴収簿において確認できる報酬月額から、それぞ

れ19万円に訂正することが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、標準報酬月額の届出の提出を行っていないため、

保険者算定により標準報酬月額が決定されたことを認めており、その結

果、社会保険事務所は、申立期間③から⑤までの標準報酬月額に見合う

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 8220 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①から④までに係る標準賞与額の記録については、申

立期間①は 10 万円、申立期間②は 14 万 7,000 円、申立期間③は 17 万

6,000 円、申立期間④は 19 万 1,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①から④までの厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人の申立期間⑤に係る標準報酬月額の記録については、平成

17年８月から18年８月までを19万円、同年９月から同年12月までを20万円

に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立期間⑤の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 平成 16 年７月 30 日 

② 平成 16 年 12 月 24 日 

③ 平成 17 年７月 25 日 

④ 平成 17 年 12 月 25 日 

⑤ 平成 17 年８月１日から 19 年１月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間①から④までの賞与の記録が無いが、賞

与を支給されていたので、正しい記録に訂正してほしい。また、申立期

間⑤の標準報酬月額の記録が、実際の給与額より低額となっているので、

正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 事業主から提出された給与所得の源泉徴収簿により、申立人が申立期

間①から④までにおいて賞与の支給を受け、当該期間において、厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが確認できる。 

また、申立人の申立期間①から④までにおける標準賞与額については、

  



                      

上述の給与所得の源泉徴収簿の記録により、申立期間①は 10 万円、申

立期間②は 14 万 7,000 円、申立期間③は 17 万 6,000 円、申立期間④は

19 万 1,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料の納付義務を履行したか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が上述の賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い

ことから、行ったとは認められない。 

 

２ 申立期間⑤について、事業主から提出された給与所得の源泉徴収簿に

より、申立人は、当該期間において、オンライン記録より高額の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されている

ことが確認できる。 

一方、申立人は、申立期間⑤に係る標準報酬月額の相違について申し

立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認め

られる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

したがって、申立期間⑤に係る標準報酬月額については、上述の給与

所得の源泉徴収簿において確認できる保険料控除額から判断すると、平

成17年８月から18年８月までを19万円、同年９月から同年12月までを20

万円に訂正することが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、標準報酬月額の届出の提出を行っていないため、

保険者算定により標準報酬月額が決定されたことを認めており、その結

果、社会保険事務所は、申立期間⑤の標準報酬月額に見合う保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5343 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年 11 月から 41 年５月までの期間及び同年６月から 47

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 38 年 11 月から 41 年５月まで 

           ② 昭和 41 年６月から 47 年３月まで 

  申立期間①については、昭和 41 年５月頃に会社を退職後、私がＡ区

役所Ｂ出張所で国民年金の加入手続を行い、遡って保険料を納付したと

思う。 

  申立期間②についても、私が納付書に現金を添えてＡ区役所Ｂ出張所

で納付していたと思う。 

  申立期間①及び②を保険料納付済期間に訂正してほしい。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、昭和 41 年５月頃に会社を退職後、

申立人自身がＡ区役所Ｂ出張所で国民年金の加入手続を行い、遡って保険

料を納付したと思うと申述しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、

当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、47 年 10 月頃にＣ市で

払い出されたと推認され、同区で国民年金の加入手続を行ったとする申立

人の申述と相違する。 

また、申立期間①は、脱退手当金の受給により厚生年金保険の被保険者

でなかったものとみなされた期間であり、制度上、当該期間において国民

年金に加入することはできず、当該期間の国民年金保険料を納付すること

ができない上、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査した

が、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらな

い。 

申立期間②については、申立人は、申立人自身が納付書に現金を添えて

  



 

Ａ区役所Ｂ出張所で納付していたと思うと申述しているが、上記のとおり

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 47 年 10 月頃に払い出されたと推

認され、その時点では、申立期間②のうち、41 年６月から 45 年６月まで

は時効により保険料を納付できない期間であり、同年７月から 47 年３月

までは遡って保険料を納付できる期間であるが、申立人の保険料の納付状

況が不明である上、上記のとおり申立人に別の国民年金手帳記号番号が払

い出された形跡も見当たらない。 

また、申立期間②は70か月と長期間であり、行政においてこれほど長期

間にわたり記録管理に誤りが続いたとは考え難い。 

さらに、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付した

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

  



 

関東（新潟）国民年金 事案 5344 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年４月から 40 年３月まで 

私の国民年金の加入手続は、父が昭和 39 年４月頃に行ってくれた。 

国民年金保険料は、20 歳から１年間の未納分をまとめて、私が昭和

40 年頃に集金に来た郵便局員に納付した。 

申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の国民年金の加入手続は、父が昭和39年４月頃に行って

くれた。国民年金保険料は、20歳から１年間の未納分をまとめて、私が昭

和40年頃に集金に来た郵便局員に納付した。」と申述しているが、国民年

金の加入手続を行ったとするその父は既に亡くなっており、申立期間の国

民年金保険料を納付したとする申立人は、保険料の納付額及び納付時期等

に関する記憶が明確でないため、これらの状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の国民年金

被保険者の資格取得時期から、昭和41年４月頃に払い出されたと推認され、

その時点では、申立期間を含む39年４月から41年３月までの国民年金保険

料を遡って納付することは可能であるが、申立人に係る国民年金被保険者

台帳（旧台帳）には、「分納誓約40年度（42．７．31）」の記載があるこ

と、同台帳によると、申立人は、40年４月から41年３月までの保険料を42

年11月に過年度納付していることが確認できること、41年４月から同年９

月までの保険料を同年７月に納付していることから、申立人は、同年４月

の保険料から現年度納付し、分納誓約後に昭和40年度の保険料を過年度納

付したものと推察され、この分納誓約をしたと考えられる42年７月31日の

時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間で

  



 

ある。 

さらに、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない上、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5345（埼玉国民年金事案 3936 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年９月から 49 年３月までの期間、50 年９月から 51 年

１月までの期間及び 54 年３月から同年６月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年９月から 49 年３月まで 

           ② 昭和 50 年９月から 51 年１月まで 

           ③ 昭和 54 年３月から同年６月まで 

  申立期間②については、昭和 50 年９月に会社を退職後、１週間か２

週間ほどたってからＡ市役所に行き、国民年金に加入し国民年金保険料

を口座振替で納付していた。 

  申立期間③については、昭和 54 年３月に会社を退職後、Ｂ駅前にあ

るＣ駅の出張所に行き、国民年金に加入し国民年金保険料を口座振替で

納付していた。 

  申立期間②及び③はいずれも、前回認められないとする通知をもらっ

たが、納得できないので再申立てを行う。 

申立期間①については、私が 20 歳になり、父が私の国民年金の加入

手続を行い、国民年金保険料を納付してくれた。 

申立期間①、②及び③の記録を訂正してほしい。 

  

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②及び③に係る申立てについては、ⅰ）申立人は、国民年金

の加入手続及び保険料の納付についての記憶が明確でなく、国民年金の

加入状況及び保険料の納付状況が不明であること、ⅱ）申立人の国民年

金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、

昭和 61 年８月頃払い出されたと推認され、その時点からすると、申立

期間②及び③は時効により保険料を納付できない期間であること、ⅲ）

オンライン記録によると申立期間②及び③は未加入期間であり、制度上、

  



 

保険料を納付できない期間であると考えられ、申立人に別の国民年金手

帳記号番号が払い出された形跡も見当たらないことなどから、既に年金

記録確認埼玉地方第三者委員会（当時）の決定に基づく平成 22 年 12 月

28 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

  今回、申立人は、申立期間②及び③が認められないことに納得できな

いとして申し立てているが、申立人からは新たな資料等は提出されず、

これまでに収集した資料等を含めて再度検討したが、年金記録確認埼玉

地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が申立期間②及び③の国民年金保険料を納付していた

ものと認めることはできない。 

   

  ２ 今回、新たに申し立てられた申立期間①については、申立人は 20 歳

になり、その父が申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料

を納付してくれたと申述しているが、国民年金の加入手続及び保険料納

付を行ったとするその父は既に亡くなっており、申立人自身は国民年金

の加入手続及び保険料納付に直接関与していないため、これらの状況が

不明である。 

  また、前述のように、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 61 年

８月頃に払い出されたと推認され、申立人の所持する年金手帳の「はじ

めて被保険者となった日」は「昭和 61 年７月 16 日」と記載されている

ほか、オンライン記録においても、資格取得日は同年７月 16 日と確認

できることから、申立期間①は国民年金の未加入期間であり、制度上、

保険料を納付することはできない期間であると考えられる。 

 さらに、当委員会において再度、オンラインの氏名検索等により調査

したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当

たらない上、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付した

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

  

  

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5346 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年１月から 50 年 11 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年１月から 50 年 11 月まで 

  20 歳になった昭和 48 年＊月頃、父が私の国民年金の任意加入手続を

行い、保険料を納付してくれた。亡くなった父から「任意で加入したか

らな。」と言われたことをはっきりと覚えている。 

申立期間が未加入期間となっていることに納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になった昭和 48 年＊月頃、その父が申立人の国民年金

の任意加入手続を行い、保険料を納付してくれたと申述しているが、国民

年金の加入手続及び保険料納付を行ったとするその父は既に亡くなってお

り、申立人自身は国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与していな

いため、これらの状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 50 年 12 月頃に払い出されたと推認され、申立

人は同年同月 10 日に国民年金の任意加入被保険者資格を取得している記

録となっていることが、申立人の所持する年金手帳、Ａ市の国民年金被保

険者名簿及び国民年金被保険者台帳（旧台帳）でそれぞれ確認できること

から、申立期間は未加入期間であったと推認され、制度上、国民年金保険

料を納付することができない期間である上、当委員会においてオンライン

の氏名検索等により調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払

い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

  



 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5347 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年 12 月から 60 年９月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54 年 12 月から 60 年９月まで 

昭和 54 年 12 月に厚生年金保険に加入していない会社に入社し、私の

国民年金の加入手続については、当時は会社で加入してくれていると思

っており、国民年金保険料は給与から天引きされていた。 

その後、昭和 62 年にＡ区役所から私の国民年金加入の督促状が届い

て私が同区役所で国民年金の加入手続を行った。 

社長は会計士に任せていて、詳細は分からないとしているが、入社当

初から給与から国民年金保険料が天引きされていたにもかかわらず、申

立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間は厚生年金保険に加入していない会社に勤務して

いたので、国民年金保険料が給与から天引きされていた。会社が申立期間

の国民年金保険料を納付しているはずである。」と申述しており、申立人

から提出された給料支払明細書によると、申立人は、申立期間に国民年金

保険料として当時の保険料額又は同等の金額を事業主により給与から控除

されていることが確認できるが、元事業主は、「申立人の申立期間の国民

年金保険料の納付について、会社が行ったかどうか全く覚えておらず不明

である。」と回答していることから、申立人の申立期間の保険料の納付状

況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 62 年 11 月頃に払い出されたと推認され、その

時点では、申立期間は時効により国民年金保険料を納付することができな

い期間である上、オンラインの氏名検索等により調査したが、申立人に別

  



 

の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立期間は 70 か月と長期間であり、行政においてこれほど長

期間にわたり記録管理に誤りが続いたとは考え難い上、申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5348 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年 11 月から 42 年８月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38 年 11 月から 42 年８月まで 

  私は、昭和 38 年に結婚した時、夫が国民年金に加入している場合、

自分は国民年金保険料を納付しなくともよいと思っていたため、国民年

金の加入手続は行わなかった。その後、昭和 42 年５月頃、夫の国民年

金保険料を集金していた方から、「今なら３、４年分は遡って納付でき

ます。」と言われたので、夫がＡ区役所Ｂ出張所で私の国民年金の加入

手続を行い、私の分の保険料２万 5,000 円から３万円を遡って納付して

くれた記憶がある。申立期間の保険料が未納となっていることに納得で

きない。 

  

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 42 年５月頃、夫の国民年金保険料を集金していた方

から、『今なら３、４年分は遡って納付できます。』と言われたため、夫

がＡ区役所Ｂ出張所で私の国民年金の加入手続を行い、私の分の保険料２

万 5,000 円から３万円を遡って納付してくれた記憶がある。」と申述して

いるが、その夫が申立人の申立期間の保険料として納付したとする上記金

額は、申立期間の保険料を現年度及び過年度納付した場合の保険料 5,400

円と相違している。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 44 年２月頃に払い出されたと推認され、その

時点では、申立期間の大部分は時効により国民年金保険料を納付できない

期間である。 

さらに、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

  



 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  



 

関東（茨城）国民年金 事案 5349（茨城国民年金事案 820 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年 10 月から 51 年６月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年 10 月から 51 年６月まで 

社会保険事務所（当時）で納付記録を確認したところ、昭和 41 年 10

月から 51 年６月までの国民年金保険料が未納とされていた。 

申立期間の保険料については、昭和 41 年 10 月にＡ区役所で国民年金

の加入手続を行い、同区役所窓口で納付したほか、Ｂ市に転居した際も

同市役所窓口で納付した。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

今回、新たな資料は無いが、納得できないので再審議をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人が国民年金の加入手続を

行った時期は、前後の任意加入被保険者の国民年金手帳記号番号から、昭

和 52 年 10 月 26 日から同年同月 29 日までの間と考えられ、この時点では、

申立期間の大半は時効により国民年金保険料を納付できないこと、ⅱ）申

立人は、Ａ区において国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、仮

に、申立人の主張どおりの場合、申立人の国民年金手帳記号番号は、

「＊」となるべきにもかかわらず、Ｃ社会保険事務所（当時）管内の市町

村に払い出される「＊」であることから、申立人の主張には不合理な点が

認められること、ⅲ）申立人は、申立期間の保険料を後からまとめて納付

したことはないとしており、事実、申立期間の保険料を過年度納付及び特

例納付したことをうかがわせる事情も見当たらないこと、ⅳ）申立人に別

の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらないことなどから、

既に年金記録確認茨城地方第三者委員会（当時）の決定に基づく平成 21

年７月 15 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

  



 

今回、申立人は、新たな資料は無いが、納得できないとして申し立てて

いることから、年金記録確認関東地方第三者委員会において再度申立内容

を調査したが、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる

新たな周辺事情は見当たらない上、そのほかに年金記録確認茨城地方第三

者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはで

きない。 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5350 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年４月から 52 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年４月から 52 年７月まで 

私は、会社を退職した昭和 49 年 12 月頃か、遅くとも長女が生まれ

る 50 年＊月までにＡ市役所Ｂ出張所で国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料については、同出張所で過去の分も納付できると勧められ

たが、同年４月分から納付することにした。 

私の銀行口座から国民年金保険料が引き落とされているのは昭和 52

年８月分からなので、申立期間の保険料は、Ａ市役所Ｂ出張所の２階で

納付書により納付したと思う。申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「会社を退職した昭和 49 年 12 月頃か、遅くとも長女が生ま

れる 50 年＊月までにＡ市役所Ｂ出張所で国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料については、同出張所で過去の分も納付できると勧められた

が、同年４月分から納付することにした。申立期間の保険料は、Ａ市役所

Ｂ出張所の２階で納付書により納付したと思う。」と申述している。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の

被保険者の資格取得時期から、昭和 52 年８月頃に払い出されたと推認さ

れ、申立人の所持する年金手帳の「初めて被保険者になった日」は「昭和

52 年８月４日」と記載されているほか、申立人のＣ市の国民年金被保険

者名簿においても、資格取得年月日は「52.8.4」、種別は「任」となって

おり、申立期間当時、申立人の夫は厚生年金保険の被保険者であったこと

から、申立期間は国民年金の任意未加入期間であり、制度上、国民年金保

険料を納付することができない期間であると考えられる。 

また、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、申

  



 

立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  



 

関東（群馬）国民年金 事案 5351 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年８月から 48 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年８月から 48 年２月まで 

昭和 48 年頃、母がＡ区役所で私の国民年金の加入手続を行い、国民

年金保険料は、毎月、私が自宅近くの郵便局で納付書により納付した。 

申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 48 年頃、母がＡ区役所で私の国民年金の加入手続を

行い、国民年金保険料は、毎月、私自身が自宅近くの郵便局で納付書によ

り納付した。」と申述しているが、申立人の国民年金の加入手続を行った

とするその母は高齢のため証言を得ることができず、申立人は保険料の納

付額及び納付時期等に関する記憶が明確でないため、これらの状況が不明

である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 50 年８月頃に払い出されたと推認され、当該

記号番号に係るオンライン記録では申立人の国民年金被保険者の資格取得

日は同年同月 11 日となっていることから、当該払出時点では、申立期間

は未加入期間であり、制度上、保険料を納付することはできない期間であ

ると考えられる上、申立人の基礎年金番号は厚生年金保険被保険者記号番

号を基に付番され、平成 11 年８月２日に申立期間を含む国民年金被保険

者期間が追加されていることが確認できるが、当該追加時点では、申立期

間の保険料は時効により納付できないほか、当委員会においてオンライン

の氏名検索等により調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払

い出された形跡は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

  



 

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

  



関東（埼玉）厚生年金 事案 8206 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について､その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 57 年 10 月１日から 62 年８月１日まで 

  国（厚生労働省）の記録では昭和 57 年 10 月１日から 62 年８月１日

までＡ社Ｂ支局に勤務していた。私は、Ｃ（業務）としての能力を評価

していただいた結果、同支局の開設とＤ（業務）を任されたのであり、

降格や左遷をされたものではない。そうであるにもかかわらず、標準報

酬月額が引き下げられているのはおかしい。当該期間の標準報酬月額を

調査の上、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、前後の被保険者期間の標準報酬月額に比

べて標準報酬月額が減額されていることがおかしい旨を申し立てている。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時の厚生年金保険料控除が確認できる資料

については既に無いため、当時の状況については不明であるとしている一

方、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について、「当時の給与規程で

海外勤務者については、国内基準給与を基に報酬月額を出しており、それ

に基づいて算定基礎届を提出しているため、特に違和感はない。」と供述

している。 

また、申立人が提出した昭和 61 年 10 月の給与明細書に記載されている

厚生年金保険料について、事業主は翌月支給分の給与からの保険料控除を

認めていることから、当該給与明細書に記載されている保険料額（１万

9,840 円）は同年９月分の給与に該当する保険料であり、当該保険料額に

見合う標準報酬月額はオンライン記録の標準報酬月額（32 万円）に該当

することが確認できる上、同年の源泉徴収票からも申立人が主張する標準

  



報酬月額に見合う保険料の控除について確認することができない。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載さ

れている標準報酬月額は、オンライン記録と一致している上、遡って標準

報酬月額が訂正されていた等の不適切な事務処理が行われていた形跡は見

当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

  



関東（茨城）厚生年金 事案 8207 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月１日から 49 年７月１日まで 

私は、昭和 48 年４月１日にＡ法人（以下「Ｂ事業所」という。現在

は、Ｃ法人）に入社し 58 年３月 31 日付けで退職するまでの約 10 年間、

同事業所に勤務していた。 

 厚生労働省の記録では、申立期間のうち、昭和 48 年９月１日から 49

年４月１日までの期間は、Ｃ法人Ｄ事業所（以下「Ｄ事業所」という。

現在は、Ｃ法人）の厚生年金保険の被保険者期間があるとのことである

が、私は、Ｄ事業所に勤務したことはなく、49 年４月１日で同資格を

喪失しているという記録も納得できない。 

 申立期間について、Ｂ事業所における厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 雇用保険の記録、Ｃ法人の回答及び同僚の証言から、期間の特定はで

きないものの、申立期間当時からＢ事業所を昭和 58 年３月 31 日付け

で退職するまでの間、申立人が同事業所に勤務していたことはうかが

える。 

 しかしながら、オンライン記録により、Ｂ事業所は、昭和 49 年７月

１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事

業所ではないことが確認できる上、申立人が入社したとする日（48 年

４月１日）と同日にＢ事業所に入社したとする複数の同僚も、申立期間

においてＢ事業所における厚生年金保険の加入記録を確認することがで

  



きない。 

 また、Ｃ法人は、申立期間に係る保険料控除について、「当時の担当

者がいないので、申立人の給与から厚生年金保険料を控除していたかど

うかは不明である。」と回答している。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、昭和 48 年９月１日から 49 年４月１日までの

期間は、Ｄ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン

記録により、申立人は、当該期間、Ｄ事業所において厚生年金保険の被

保険者期間が確認できるところ、申立人は、当該事業所には勤務したこ

とはないとしているが、複数の同僚が、給与関係や社会保険関係等の事

務は、母体であったＤ事業所が行っていたとしている上、申立人が入社

したとする日と同日にＢ事業所に入社したとする複数の同僚が、48 年

９月１日にＤ事業所において厚生年金保険に加入していることから、Ｂ

事業所が厚生年金保険の適用事業所となるまでは、Ｄ事業所において厚

生年金保険に加入させていたものと考えられる。 

  しかしながら、昭和 48 年４月１日から同年９月１日までの期間につ

いては、申立人と同日に入社したとする上記の同僚の一人は、「自分が

入社後すぐに厚生年金保険に加入していないのは、見習期間であったか

らだと思っていた。」としている。 

 また、昭和 49 年４月１日から同年７月１日までの期間については、

Ｄ事業所及びＢ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票により、Ｂ

事業所が適用事業所となった日（49 年７月１日）に被保険者資格を取

得している同僚６人のうち４人が申立人と同様、Ｄ事業所において同年

４月１日に資格を喪失していることが確認できるほか、同系列のＥ法人

（以下「Ｆ事業所」という。現在は、Ｃ法人）が、Ｂ事業所と同日に適

用事業所となっているが、Ｆ事業所が適用事業所となった日に被保険者

資格を取得している同僚４人のうち２人も同様、Ｄ事業所において同年

４月１日に資格を喪失していることが確認できる。 

 さらに、Ｄ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票により、上記

の同僚６人のうち５人の健康保険被保険者証が、申立人と同様、昭和

49 年４月 22 日に、残り一人はＢ事業所の被保険者資格を取得する直前

の同年６月６日に返却した記録となっていることが確認できる。 

 加えて、上記の同僚を含めて 24 人に照会し 12 人から回答があったが、

給与明細書等を所持している者はおらず、申立人の厚生年金保険料控除

については不明と回答している。 

 

  

  



３ このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

  



関東（栃木）厚生年金 事案 8209 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年３月 21 日から同年６月１日まで 

  昭和 34 年３月に高校を卒業し、当時両親が勤めていたＡ社に就職し

た。工場に勤務し、Ｂ（製品）の製造現場で働いていた。その間に大型

自動車免許を取得し、その後はＣ（車種）でＤ（地域）に製品を運搬し

ていた。友人に誘われＥ店に 39 年６月に入社することになり、同年５

月にＡ社を退職した。ところが、厚生年金保険の資格喪失日が同年３月

21 日と記録されている。間違いなく同年５月まで勤務していたので、

正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと主張している。 

しかしながら、事業主は「当時の資料が保管されてないため、申立人の

勤務実態、保険料控除、申立てどおりの届出及び社会保険料の納付等につ

いては不明である。」と回答しており、申立期間における申立人の勤務実

態及び給与からの厚生年金保険料の控除等について確認することができな

い。 

また、申立期間にＡ社で厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚

21 人に照会し、回答を得た 15 人のうちの９人は申立人を記憶しているも

のの、そのうちの８人は申立期間に係る申立人の勤務実態について不明と

回答しており、残る一人で昭和 39 年６月１日に資格を喪失している同僚

は、「当時、会社の業績が思わしくなく、会社が希望退職を募ったので自

分は転職した。若い人が何人か辞めたが、申立人もそのうちの一人で、自

分よりも何か月か前に退職したと思う。」と回答している。 

さらに、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票におい

  



て、申立人の資格喪失日は昭和 39 年３月 21 日と記載されており、オンラ

イン記録と一致している上、遡った訂正等の不適正な処理は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の給与からの控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

 

  



関東（栃木）厚生年金 事案 8210 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年８月から同年 11 月まで 

② 昭和 44 年 12 月から 45 年３月まで 

  申立期間①については、Ａ社の下請であるＢ社に勤務中に、Ａ社Ｃ営

業所に事務の手伝いを命じられたため、同営業所に転職した。申立期間

②については、Ｄ地区（現在は、Ｅ地区）のＦ店内にある「Ｇ（店

名）」にＨ（職種）として勤務した。 

両申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は、Ａ社Ｃ営業所へ移った経緯や業務

内容及び同営業所における同僚の名前を記憶していることから、期間の

特定はできないものの、申立人が同営業所に勤務していたことはうかが

える。 

しかしながら、申立期間当時、Ａ社Ｃ営業所の厚生年金保険に加入し

ていた 20 人に照会し、14 人から回答が得られたものの、申立人の勤務

を記憶している者はいない。 

また、上記回答を寄せた者のうち二人は、申立人が名前を記憶してい

る同僚だが、当該二人は、「40 年以上も前のことなので、よく覚えて

いない。」と回答している。 

さらに、Ａ社は、申立人の勤務実態及び保険料控除については不明と

回答している。 

加えて、申立期間当時、Ａ社Ｃ営業所の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿に申立人の氏名は無く、整理番号に欠番も無い。 

  



なお、申立人にＡ社Ｃ営業所への事務の手伝いを命じたというＢ社の

事業主は既に死亡しているため、当時の同僚４人に照会したところ、３

人から回答があったが、申立人のＡ社Ｃ営業所における保険料控除につ

いて確認することができない。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人は、Ｄ地区にあったＦ店内の「Ｇ（店

名）」にＨ（職種）として勤務していたと申述していることから、Ｉ協

同組合に「Ｆ店」について照会し、「所在地から、Ｊ社が問い合わせの

事業所だと思われる。」との回答を得たところ、Ｊ社は、商業登記簿謄

本により、Ｋ地区からＤ地区に移転していることが確認できる上、当該

事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間当時、当

該事業所の厚生年金保険に加入していたことが確認できる９人に照会し

たところ、複数の者が、「Ｇ（店名）は、Ｊ社が経営していた。」と回

答している。 

しかしながら、回答を寄せたうちの一人は、「Ｇ（店名）」でＬ（職

種）として勤務しており、期間の特定はできないものの、申立人の勤務

を記憶しているが、Ｊ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、

当該同僚の当該事業所における厚生年金保険の資格取得は、申立期間後

の昭和 45 年４月であることが確認できる。 

また、申立人が、上記同僚のほかに名前を記憶している同僚が二人い

るが、Ｊ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、一人の当該事

業所における厚生年金保険の資格取得は昭和 45 年８月であり、残る一

人については当該事業所における厚生年金保険の加入記録が無いことが

確認できる。 

さらに、Ｊ社の代表取締役及び給与計算等の担当者は死亡しているた

め、「Ｇ（店名）」に勤務していた者の、厚生年金保険加入の取扱いに

ついて確認することができない。 

 加えて、申立期間当時、Ｊ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

申立人の氏名は無く、整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

  



と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

  



関東（栃木）厚生年金 事案 8211 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44 年 12 月から 45 年３月まで 

Ａ地区（現在は、Ｂ地区）のＣ店内にある「Ｄ（店名）」にＥ（職

種）として勤務したが、厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間につ

いて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ地区にあったＣ店内の「Ｄ（店名）」にＥ（職種）として

勤務していたと申述していることから、Ｆ協同組合に「Ｄ店」について照

会し、「所在地からＧ社が問い合わせの事業所だと思われる。」との回答

を得たところ、Ｇ社は、商業登記簿謄本により、Ｈ地区からＡ地区に移転

していることが確認できる上、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿により、申立期間当時、当該事業所の厚生年金保険に加入していた

ことが確認できる９人に照会したところ、複数の者が、「Ｄ（店名）は、

Ｇ社が経営していた。」と回答している。 

 しかしながら、回答を寄せたうちの一人は、「Ｄ（店名）」でＥ（職

種）として勤務しており、期間の特定はできないものの、申立人の勤務を

記憶しているが、Ｇ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、当該

同僚の当該事業所における厚生年金保険の資格取得は、申立期間後の昭和

45 年４月であることが確認できる。 

 また、申立人が、上記同僚のほかに名前を記憶している同僚が二人いる

が、Ｇ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、一人の当該事業所

における厚生年金保険の資格取得は昭和 45 年８月であり、残る一人につ

いては当該事業所における厚生年金保険の加入記録が無いことが確認でき

る。 

 

  

  

 



   さらに、Ｇ社の代表取締役及び給与計算等の担当者は死亡しているため、

「Ｄ（店名）」に勤務していた者の、厚生年金保険加入の取扱いについて

確認することができない。 

 加えて、申立期間当時、Ｇ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申

立人の氏名は無く、整理番号に欠番も無い。 

 このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

  

  

  



関東（茨城）厚生年金 事案 8221 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年３月 15 日から 43 年７月１日まで 

         ② 昭和 43 年７月 15 日から 45 年１月１日まで 

  年金事務所で確認したところ、Ａ社を退職後、脱退手当金を受給した

記録となっていることを知ったが、脱退手当金を受給した記憶は無いの

で、脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当

金が支給されたことを示す「脱」の表示が確認できるとともに、申立期間

の脱退手当金は、その支給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚

生年金保険被保険者の資格喪失日から約３か月後の昭和 45 年３月 24 日に

支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

  




